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グリーンウォッシングに対するアクション

•⾃主規制機関による勧告

•規制庁（消費者庁、競争市場委員会等）による罰則

•訴訟提起
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消費者が誤解を招くような広告は×
…消費者の適切な商品・サービスの選択を誤らせる
→「環境への配慮」という意思を妨げる

１．広告から消費者はどのような印象を受けるか︖
２．消費者の受け取った印象は事実か︖
３．判断のための情報は充分に提供されているか︖
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判断の視点

消費者目線からの問題意識



オランダ広告規約委員会（RCC）のシェルへの勧告事例
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シェルと⼀緒にCO2ニュートラルドライブで環境に配慮しましょう。

CO2ニュートラルドライブがさらに簡単になりました。
compensatieAANを使えば、⾃動的にCO2ニュートラルドライブができます。

Make a difference, Drive CO2 neutral キャンペーン
Maak het verschil, Rij CO2-neutraal 

Ø消費者が１リットル当たり１セントを⽀払うことで、CO2排出量を相殺できる。

Ø追加の料⾦によって、シェルが国際的なCO2補償プロジェクトを⽀援すると説明。



オランダ環境広告規定（MRC））
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第2条 誤解を与える広告の禁⽌
環境広告には、推奨される製品の環境的側⾯や、⼀般的に清潔で
安全な環境の維持・促進に対する広告主の貢献に関して、消費者
に誤解を与えるような記述、写真、暗⽰を含んではならない。

第3条 ⽴証の必要性

すべての環境表現は、実証可能な正しいものでなければならない。
⽴証責任は広告主にある。主張の表現が絶対的であればあるほど、
証拠資料に関する要件は厳しくなる。
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Øカーボンクレジットの利⽤によって、排出による被害は補えない。
Øカーボンクレジットによるオフセットは、炭素循環に追加されたCO2を永
続的に除去するものではなく、排出とオフセット活動は等価ではない。

Make a difference, Drive CO2 neutral
シェルと⼀緒にCO2ニュートラルドライブで環境に配慮しましょう。

CO2ニュートラルドライブがさらに簡単になりました。
compensatieAANを使えば、⾃動的にCO2ニュートラルドライブができます。

申立人の主張
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Øカーボンオフセットは、カーボンニュートラルを達成するための⽅法として、国
際的に認められている。

Ø利⽤するオフセットは、国際的に認定されたプロジェクトからクレジットを購
⼊したものであり、気候、地域社会及び⽣物多様性基準の要件を満たし
たものである。

Øオランダの消費者は、カーボンクレジットのシステムに精通している。

シェルの応答
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消費者は広告をどう解釈するか︖

Ø平均的な消費者は、「ニュートラル」という⾔葉を、相反する⼒を打ち消すこ
とによって、特定の効果を無効化するという意味に理解する。

Øシェルのキャンペーンに当てはめたばあい、「CO2ニュートラル」という表現は、
CO2排出による環境への悪影響が、シェルの利⽤するカーボンオフセットに
よって完全に相殺されるという意味に理解される。

広告規約委員会（RCC）の判断
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シェルは主張を実証できているか︖
Ø申⽴⼈は、信頼性のある多くの科学的な出版物や報告書に基づいて、
少なくとも、排出量と補償措置の⽐較可能性、補償措置の効果について
疑問を呈することに成功した。

Øシェルは、補償措置の効果が正確に測定できることを実証する必要があ
るが、これを⾏っていない。

Øある程度の補償が含まれる可能性は否定しないが、シェルの絶対的な主
張を⽴証するには不⼗分である。

広告規約委員会（RCC）の判断
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結論
広告は、オランダ環境広告規定３条（⽴証の必要性）に違
反する。このことは、同２条（誤解を与える広告の禁⽌）に
違反することも意味する。
今後同様の⽅法で広告を掲載しないよう勧告する。

広告規約委員会（RCC）の判断
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勧告後の対応

Øシェルは「CO2ニュートラル」という表現を「CO2補償(compensate)」
という表現に置き換えたが、RCCは平均的な消費者の受け取る意味は
変わらないと判断。

Ø炭素クレジットの購⼊によって排出が完全に相殺されることは証明され
ていないとして広告の撤回を勧告。



英国広告基準協議会の
ルフトハンザ航空に対する
勧告事例
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2022年6⽉公開のポスター



英国広告基準協議会の
ルフトハンザ航空に対する
勧告事例
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2022年6⽉公開のポスター



英国⾮放送広告規約）
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3.1 マーケティングコミュニケーションは、重⼤な誤解を招く、
またその可能性があるものであってはならない。
11.1 環境に関する主張の根拠は明確でなければならない。重要な
情報が省略されている場合、不適格な主張は誤解を招く可能性があ
る。
11.3 絶対的な主張は、⾼度な実証によって裏付けられなければな
らない。(後略）
11.4 環境に関する主張は別段の記載にない限り広告製品のライフ
サイクル全体に基づいて⾏う必要があり、ライフサイクルの限界を
明確にしなければならない。⼀般的な主張が正当化できない場合で
も、製品の特定の側⾯に関するより限定的な主張が正当化される可
能性がある。
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Ø「PROTECTING ITS FUTURE」という表現は、
事業によって環境影響を⽣じさせないことを確実に
するため、重要な緩和措置をすでに講じていること
を意味すると理解される可能性が⾼い

Øルフトハンザのイニシアチブやターゲットの多くは、数
年または数⼗年先の将来にのみ結果をもたらす
ことを⽬指すもの

Ø「PROTECTING ITS FUTURE」という表現から
消費者が理解するような、環境イニシアチブや商業
的に実⾏可能な技術は、現時点で航空業界には
存在しない。



フランスARPPによるロレアル社に対する勧告事例
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新発売：環境に配慮した厚紙ベースのチューブ

環境への影響を最小限に抑えるため、バームは
従来のボトルよりプラスチックを45％削減し
たチューブに詰められています

地球をもっと大切に

新発売-リピカ・バーム
環境に配慮したチューブ
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持続可能な発展勧告7.3違反
7.3 包括的な表現（例︓エコロジー、グリーン、倫理的、責任ある、保全、公
正、持続可能など）を正当化できない場合には、広告に「〜に貢献する」など
の表現を⽤いることによって、表現を相対化しなければならない。

【理由】
- 「環境に配慮した」という⽤語は相対化されない包括的な表現であり、製品⾃
体に付されたものであって、企業の姿勢に関係するものではない。
- このチューブは、完全に⽣物由来の材料で構成されているわけでも、リサイクル可
能なわけでもなく、他⽅で、その製造と流通は必然的に環境に重⼤な悪影響を
及ぼすことから、この包括的な表現は正当化されない。

ARPPによる判断
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新発売：環境に配慮した厚紙ベースのチューブ

環境への影響を最小限に抑えるため、バームは
従来のボトルよりプラスチックを45％削減し
たチューブに詰められています

地球をもっと大切に

新発売-リピカ・バーム
環境に配慮したチューブ



問題とされたWEBサイト
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現在のWEBサイト



ラ・ロッシュ・ポゼ（フランス）
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まとめ
消費者の誤解を招かないために...
•根拠の明確でない広告表現は×
•真実性については広告主が⽴証する責任
•絶対的な表現についてはとりわけ証拠要件が重い

➡➡ ⾔いっぱなしは許されない︕

消費者の側で、問題意識をもってウォッチしてく必要
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